
を考慮した*

*

面的評価により達成状況を評価

しており、 年度の市の区域を含む県内の自

動車騒音の常時監視に基づく「道路に面する

地域の騒音に係る環境基準」の達成率は、

でした。 図表 ）

一方、自動車騒音の「騒音規制法に基づく

要請限度」に係る調査は、法に基づく指定区

域を中心に市町村が実施しており、 年度の

要請限度超過状況は でした。（図表

） 
また、騒音規制法第 条に基づく自動車騒

音に係る公安委員会への要請はありませんで

した。 

ｂ　建設作業に伴う騒音

　自動車交通騒音については、走行量の多い

道路沿道などで問題となっており、「道路に

面する地域の騒音に係る環境基準」と「自動

車騒音の要請限度」が設定されています。

に基づく自動車騒音の調査を開始し、環境基

準の達成状況を評価しています。

自動車騒音の環境基準は、住居の立地状況

　そのため、環境基準当てはめ地域を中心に、

市町村が自動車交通騒音の調査を実施してき

ましたが、11年7月に騒音規制法が一部改正さ

れ、自動車騒音の常時監視が知事の法定受託

事務となったことから、県では12年度から法
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ａ　工場・事業場の振動

ｂ　建設作業に伴う振動
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芝山町大台局 芝山町竜ヶ塚局 芝山町小池局

横芝光町牛熊局 横芝光町中台局 横芝光町長倉局

山武市八田局 山武市蕪木局

Ａ滑走路南側

 

年度

木更津市貝渕 木更津市大久保 君津市外箕輪

君津市糠田 浦安市高洲 浦安市当代島

木更津市畑沢

※4 測定期間は、供用前が１週間、27 年度が各 2 週間である。 
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